
平
成
二
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号

警
察
通
信
指
令
に
関
す
る
規
則

警
察
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
察
通
信
指
令

に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
迅
速
か
つ
的
確
な
初
動
警
察
活
動
を
行
う
た
め
、
警
察
通
信
指
令
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
警
察
通
信
指
令
の
基
本
）

第
二
条
　
警
察
通
信
指
令
を
行
う
に
際
し
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
警
察
通
信
指
令
の
任
務
の
重
要
性
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
迅
速
か
つ
的
確
な
初
動
警
察
活
動
に
資
す
る
よ

う
配
意
す
る
こ
と
。

二
　
予
断
を
排
除
し
、
常
に
冷
静
沈
着
な
状
況
判
断
を
行
う
こ
と
。

三
　
協
力
一
致
し
て
事
案
に
臨
み
、
組
織
的
な
活
動
を
行
う
こ
と
。

四
　
初
動
警
察
活
動
に
お
け
る
警
察
の
各
部
門
間
の
連
携
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

（
通
信
指
令
室
）

第
三
条
　
通
信
指
令
室
は
、
都
道
府
県
警
察
の
本
部
（
方
面
本
部
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
活

動
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
一
一
〇
番
通
報
そ
の
他
の
緊
急
通
報
を
受
理
す
る
こ
と
。

二
　
事
件
、
事
故
そ
の
他
の
警
察
事
象
に
対
す
る
初
動
的
な
措
置
に
必
要
な
画
像
そ
の
他
の
情
報
を
集
約
す
る
こ

と
。

三
　
指
令
、
手
配
、
通
報
等
（
以
下
「
指
令
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
。

四
　
無
線
通
話
の
統
制
を
行
う
こ
と
。

２
　
通
信
指
令
室
は
、
事
件
、
事
故
そ
の
他
の
警
察
事
象
に
係
る
通
報
に
つ
い
て
緊
急
の
措
置
を
要
す
る
と
認
め
る

場
合
は
、
緊
急
配
備
（
犯
罪
捜
査
規
範
（
昭
和
三
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
第
九
十
三
条
に
規
定

す
る
緊
急
配
備
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
指
令
等
を
行
う
ほ
か
、
当
該
警
察
事
象
を
所

掌
す
る
部
門
が
態
勢
を
整
え
る
ま
で
の
間
の
初
動
的
な
措
置
に
関
し
、
警
察
職
員
並
び
に
警
察
用
車
両
、
警
察
用

船
舶
及
び
警
察
用
航
空
機
の
運
用
に
係
る
指
示
そ
の
他
の
必
要
な
指
令
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
警
察
署
通
信
室
）

第
四
条
　
警
察
署
通
信
室
は
、
警
察
署
に
お
い
て
、
通
信
指
令
室
の
活
動
を
補
い
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
活
動
を
行

う
も
の
と
す
る
。

一
　
警
察
署
に
通
報
さ
れ
る
緊
急
通
報
を
受
理
す
る
こ
と
。

二
　
事
件
、
事
故
そ
の
他
の
警
察
事
象
に
対
す
る
初
動
的
な
措
置
に
必
要
な
画
像
そ
の
他
の
情
報
を
集
約
す
る
こ

と
。

三
　
指
令
等
を
行
う
こ
と
。

四
　
署
活
系
の
無
線
通
話
の
統
制
を
行
う
こ
と
。

２
　
警
察
署
通
信
室
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
令
等
を
受
け
た
場
合
又
は
事
件
、
事
故
そ
の
他
の
警
察
事

象
に
係
る
通
報
に
つ
い
て
緊
急
の
措
置
を
要
す
る
と
認
め
る
場
合
は
、
緊
急
配
備
（
当
該
警
察
署
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
指
令
等
を
行
う
ほ
か
、
当
該
警
察
事
象
を
所
掌
す
る
部
門
が
態
勢
を
整
え
る
ま
で
の
間
に
当
該

警
察
署
が
行
う
初
動
的
な
措
置
に
関
し
、
警
察
職
員
並
び
に
警
察
用
車
両
及
び
警
察
用
船
舶
の
運
用
に
係
る
指
示

そ
の
他
の
必
要
な
指
令
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
通
信
指
令
室
に
お
け
る
指
揮
等
）

第
五
条
　
通
信
指
令
室
に
お
い
て
は
、
常
に
、
警
察
通
信
指
令
に
関
す
る
適
切
な
指
揮
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら

れ
る
幹
部
の
指
揮
の
下
に
警
察
通
信
指
令
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
通
信
指
令
室
に
お
い
て
は
、
一
一
〇
番
通
報
の
受
理
を
行
う
業
務
と
当
該
通
報
に
係
る
指
令
等
（
無
線
通
話
に

よ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
無
線
通
話
の
統
制
を
行
う
業
務
と
を
、
別
の
職
員
が
担
当
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

３
　
警
視
総
監
、
道
府
県
警
察
本
部
長
及
び
方
面
本
部
長
（
以
下
「
警
察
本
部
長
」
と
い
う
。
）
は
、
前
二
項
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
警
察
通
信
指
令
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

（
人
材
育
成
等
）

第
六
条
　
警
察
本
部
長
及
び
警
察
署
長
は
、
警
察
通
信
指
令
の
専
門
性
に
か
ん
が
み
、
警
察
通
信
指
令
に
つ
い
て
の

適
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
警
察
通
信
指
令
に
従
事
さ
せ
る
よ
う
配
意
す
る
と
と
も
に
、
警
察
通
信
指
令

に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
職
務
遂
行
に
必
要
な
専
門
的
な
知
識
及
び
技
能
に
関
す
る
指
導
教
養
を
行
う
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
警
察
本
部
長
及
び
警
察
署
長
は
、
職
員
の
警
察
通
信
指
令
に
係
る
技
能
及
び
こ
れ
に

関
す
る
知
識
に
つ
い
て
、
検
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
効
果
的
な
把
握
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
広
域
通
信
指
令
の
た
め
の
連
絡
等
）

第
七
条
　
関
係
都
道
府
県
警
察
は
、
二
以
上
の
都
道
府
県
警
察
に
関
連
す
る
警
察
通
信
指
令
に
つ
い
て
は
、
緊
密
な

連
絡
を
保
ち
、
相
互
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
警
察
本
部
長
及
び
警
察
署
長
は
、
警
察
通
信
指
令
に
関
し
、
関
係
行
政
機
関
と
緊
密
な
連
携
を
図
る
も
の
と
す

る
。

（
警
察
庁
長
官
へ
の
委
任
等
）

第
八
条
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
実
施
の
た
め
必
要
な
事
項
は
、
警
察
庁
長
官
が
定
め

る
。

２
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
警
察
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
通
信
指
令
室
及
び

警
察
署
通
信
室
の
行
う
指
令
等
の
範
囲
そ
の
他
の
警
察
通
信
指
令
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
警
察
本
部
長
が
定
め

る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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